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産業廃棄物のマニフェスト制度に係るオンライン利用率の引上げの 
基本計画等の策定に伴う協力依頼について 

 
 

このことについて、令和３年７月９日付け事務連絡により環境省環境再生・資源循環局廃
棄物規制課から別添のとおり依頼がありました。 

つきましては、貴会会員へ周知していただき、電子マニフェストへの加入及び利用の促進
に御協力いただきますようお願いします。 
 

佐賀県県⺠環境部循環型社会推進課 
監視指導担当 古賀、⻄村 
電話：0952−25−7108 
FAX：0952−25−7109 
Mail：junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp



   
 

事 務 連 絡 

令和３年７月９日 

各都道府県・各政令市 

 廃棄物行政主管部（局）御中 

                    環境省環境再生・資源循環局 

廃棄物規制課 

 

 

産業廃棄物のマニフェスト制度に係るオンライン利用率の引上げの 

基本計画等の策定に伴う協力依頼について（依頼） 

 

 産業廃棄物行政の推進につきましては、平素より格段の御協力を賜り、御礼申し上げ

ます。 

 さて、環境省では、「規制改革実施計画（令和２年７月 17 日閣議決定）※１」の６．

デジタルガバメント分野（３）新たな取組「７.個別分野におけるオンライン利用率の

大胆な引上げ」に記載の方針に基づき、令和２年 12 月に産業廃棄物のマニフェスト制

度に係るオンライン利用率の引上げの基本計画等を策定、公表しています（令和３年４

月 21 日改訂、公表※２）。 

 同基本計画では、電子マニフェストの登録について令和４年度を達成期限としてオン

ライン利用率 70％（オンライン利用率＝電子マニフェストの年間登録件数／5,000 万

件）を目指すこととしており、令和３年５月末現在 66％となっております。 

 各都道府県・各政令市におかれましては、「電子マニフェスト普及拡大に向けたロー

ドマップ策定に伴う協力依頼について（依頼）」（平成 30 年 10 月 19 日付環循規発第

1810191 号環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長）も踏まえ、電子マニフェスト

の普及拡大に向けた未加入の産業廃棄物処理業者及び排出事業者に対する電子マニフ

ェスト加入の促進、公共工事における電子マニフェストの利用の促進及び排出事業者と

しての行政機関の産業廃棄物処理委託契約等関係部署における利用促進について、下記

を参考に、特段の御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 未加入の産業廃棄物処理業者及び排出事業者に対する電子マニフェスト加入の促進 

電子マニフェスト未加入の産業廃棄物処理業者及び排出事業者に対し、新規許可や許

可更新、その他各種届出手続等の際に、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

作 成 パ ン フ レ ッ ト 「 電 子 マ ニ フ ェ ス ト を は じ め よ う 」

（https://www.jwnet.or.jp/uploads/media/2020/03/leaflet.pdf）を配布し説明するなど、

加入促進の取組をお願いいたします。 

 



   
 

２ 公共工事における電子マニフェストの利用の促進 

「電子マニフェスト普及拡大に向けたロードマップ」（平成 30年 10月策定）の３（２）

（ア）「公共工事による利用促進」には「国、地方公共団体等が発注する公共工事での

電子マニフェストの利用を促進するため、公共工事の所管府省、都道府県等の廃棄物担

当部局、入札・契約の担当部局等の公共工事の発注部局に対し、公共工事における電子

マニフェストの利用促進を要請する」旨記載されています。 

公共工事では依然として多くの紙マニフェストが利用されており、紙マニフェストの

不適切な交付が疑われる事案も発生しています。ついては、以下の導入事例も参考とし

つつ、貴自治体の公共工事発注部局に対し、公共工事における電子マニフェストの利用

の促進の働きかけをお願いいたします。また、都道府県にあっては管下の市区町村に

対しても、市区町村発注工事における利用促進のための周知もお願いいたします。 

 

（導入事例１）静岡県では、平成 21年 10月以降、同県交通基盤部で所管する工事には

電子マニフェストの使用を義務付けています。 

http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-130/recycle/documents/densimaniosirase.pdf  

https://www.jwnet.or.jp/uploads/media/2019/03/20190321112559.pdf 

 

（導入事例２）大阪市では、令和４年度から全ての市発注工事について、電子マニフェ

ストの使用を義務化します。 

https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000472876.html 

https://www.city.osaka.lg.jp/keiyakukanzai/page/0000538810.html 

 

 

３ 排出事業者としての都道府県及び市町村による電子マニフェストの利用の促進 

「電子マニフェスト普及拡大に向けたロードマップ」（平成 30年 10月策定）の３（２）

（イ）「行政機関の産業廃棄物処理委託契約における利用促進」には「国、独立行政法

人及び地方公共団体等の入札担当部局に対し、産業廃棄物の処理に係る契約において、

電子マニフェストの利用及び環境配慮契約を積極的に推進するように要請し、電子マニ

フェストの加入者が有利になる環境を整備することで、加入のインセンティブを高めて

いく。」旨記載されています。 

公務部門も排出事業者であり、民間事業者に利用を促すとともに、自らも積極的に電子

マニフェストを利用することが望まれます。ついては、以下の導入事例も参考としつつ、

貴自治体の産業廃棄物処理契約担当部局に対し、電子マニフェストの利用の促進の働き

かけをお願いいたします。また、都道府県にあっては管下の市区町村における利用促

進のための周知もお願いいたします。 

 

（導入事例３）東京都では、令和元年４月から、本庁舎及び議会議事堂から排出される

廃棄物の管理に電子マニフェストを導入し、作業効率化やペーパーレス化の推進につ



   
 

ながっています。 

https://www.jwnet.or.jp/uploads/media/2020/10/kikansi_202010_p24_25.pdf 

 

（導入事例４）下水道事業は、産業廃棄物の排出量が多いにもかかわらず電子マニフェ

ストの導入が遅れている部門ですが、例えば、埼玉県、千葉県、滋賀県及び京都市で

は利用が進んでいます。 

https://www.jwnet.or.jp/uploads/media/2020/01/kikansi_202001_p08_20.pdf 

 

４ その他（参考） 

環境省では公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターと協力し、令和３年度中に、 

（１）産業廃棄物の多量排出事業者であって未加入の事業者に対し未加入理由を調査す

るためのアンケート調査の実施 

（２）電子マニフェスト加入促進のための許認可窓口用チラシ及び公務向けパンフレ

ットを作成して都道府県及び政令市宛に送付 

（３）公務を対象とした業種別事例集の作成・配布 

をそれぞれ予定しています。 

 

※１ 規制改革実施計画（令和２年７月 17 日閣議決定） 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/200717/keikaku.pdf  

 ※２ 規制改革実施計画に基づく「個別分野におけるオンライン利用率の大胆な引上

げ」の基本計画等（令和 3年 4月 21日改定） 

https://www.env.go.jp/other/basic_plan_for_online_procedures_enhancement/r030421.html  

 

 

 

 

 

 

 

[本件についての連絡先] 

環境省環境再生・資源循環局 

廃棄物規制課 梶原、松林 

Tel：03-3581-3351  内線 6874 
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